
令和４年度 第２回「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」

策定懇談会 

次  第 

 

 

                 日時   令和４年１１月１０日（木） 

午前９時３０分～（１時間程度） 

場所   宇都宮市役所本庁舎Ｂ１階 

災害対策本部会議室 

 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

   「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」の基本理念・基本目標・ 

成果指標・基本施策等について 

資料１・別紙１ 

 

３． 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事 務 局 】 

宇都宮市 都市整備部 住宅政策課 



「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」策定懇談会 委員名簿 

（委員区分ごと団体名五十音順，敬称略） 

委員

区分 
分 野 所  属 氏  名 

学
識
経
験
者 

住宅・ 

都市政策 
宇都宮共和大学 シティライフ学部 教授 ◎陣内

じんのうち

 雄
ゆう

次
じ

 

建築・ 

都市計画 
宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 准教授  〇佐藤

さ と う

 栄治
え い じ

 

福祉 宇都宮短期大学 人間福祉学科 教授 益川
ますかわ

 順子
じゅんこ

 

子育て 作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科 教授 坪井
つ ぼ い

 真
まこと

 

関
係
機
関 

地域福祉 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会 常務理事 平手
ひ ら て

 義
よし

章
あき

 

地域振興 宇都宮商工会議所 常務理事 小関
お ぜ き

 裕之
ひろゆき

 

住宅市場 公益社団法人 全日本不動産協会 栃木県本部 副本部長  平山
ひらやま

 満
みつる

 

まちづくり 地域まちづくり推進協議会 副会長 小池
こ い け

 惠
けい

一郎
いちろう

 

金融 一般社団法人 栃木県銀行協会 
佐藤
さ と う

 貴之
たかゆき

 

(前任：深川
ふかがわ

 真一
しんいち

) 

住宅設計 一般社団法人 栃木県建築士事務所協会 副会長 山崎
やまざき

 良知
よしとも

 

住宅市場 公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 会長 青木
あ お き

 亨
とおる

 

マンション 栃木県マンション管理士会 会長 曽我部
そ が べ

 洋水
ひ ろ お

 

賃貸住宅 栃木中央賃貸住宅経営者協会  日向野
ひ が の

 健一
けんいち

 

行 政 栃木県県土整備部住宅課 課長 大橋
おおはし

 正之
まさゆき

 

※ ◎：座長 〇：職務代理者 
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  施策体系   施策体系

【新】（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン【旧】宇都宮市住生活基本計画（現行計画）

基本目標１

 宇都宮の魅力を活かし高める住まいづくり

基本目標２

基本目標３ 【② 宇都宮市賃貸住宅供給促進計画】

 安定した生活を営む住まいづくり

基本目標４

 安全で環境負荷の少ない持続可能な住まいづくり

 基本目標５【③ 宇都宮市マンション管理適正化推進計画】

 マンション管理の適正化を推進する住まいづくり

基本目標６

 多様な主体と連携した住まいづくり

基本目標４

 安定した生活を営む住まいづくり

基本目標５

 多様な主体と連携した住まいづくり

基本目標１

 安全で環境にやさしい住まいづくり

基本目標２

基本目標３

 宇都宮の魅力を活かし高める住まいづくり

「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」の 
基本理念・基本目標・成果指標・基本施策等について 

 
◎ 趣旨 

令和４年度の「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」の基本理念・ 
基本目標・成果指標・基本施策等について協議するもの 

 
１ 基本理念 
 ・ 「宇都宮市住生活基本計画」において，第１次計画（平成２０年度）から

継続的に掲げてきた基本理念を基に，本市の住宅政策を推進してきた。 
 ・ この基本理念は，良好な居住環境が形成され，市民の誰もが安心して暮ら

すことのできるまちづくりの実現に向けた指針である。 
・ また，社会環境の変化が著しい現在においても，普遍的な考え方を示すも
のであることから，本プランにおいても現行計画から引き続き，この基本理
念を継承する。 

 
 
   
２ 基本目標 

・ 現行計画に掲げる基本目標のうち，多様な市民ニーズへの対応，市民生活

の安定，多様な主体との連携など，現在の本市の社会環境においても継続

的課題となる要素は踏襲しつつ，既存住宅市場の活性化や住宅確保要配慮

者への支援，安全で環境負荷の少ない持続可能な高機能住宅の普及促進，

マンション管理適正化の推進など，昨今の社会環境の変化に対応するため

の要素を加え，６つの基本目標を設定する。  
・ これらの目標に向けた施策を実施することにより，本市が目指す「スーパ 

ースマートシティ」の３つの柱である，「地域共生社会」・「地域経済循環社 

会」・「脱炭素社会」の実現及びその基盤となるＮＣＣの形成に資するものと 

する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン」は，上記の①，②，③の計画の総称 

資料１ 

【基本理念】｢誰もが安心して心豊かに暮らせる，快適な住生活の実現｣ 

【
① 

宇
都
宮
市
住
生
活
基
本
計
画
】 
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３ 成果指標 

・ 新たに編成した６つの基本目標に即した成果指標の設定については、現行

計画の指標の内，継続的な課題となる指標は継承または変更しつつ，新たに

住宅セーフティネットや分譲マンションの管理等についての指標を設定す

る。 

・ また，これらの成果指標を推進していくための多様な主体との連携に向け

た指標を設定する。 

 

４ 基本施策の内容 

  別紙１のとおり 

 

５ 今後のスケジュール 

 ・ １２月下旬～１月中旬  パブリックコメント 

              ※ 策定懇談会各委員へ素案を送付 

 ・  ２月初旬   第３回 策定懇談会（計画案） 

 ・  ２月下旬   計画策定・公表 
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１．本市の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・居住誘導区域等への一定の定住が進んで
いる一方で，低未利用地の散在等の都市
のスポンジ化が進んでいることから，居
住誘導区域等への更なる居住誘導を図る
必要がある。 

・郊外部においても，今後も安心して暮ら
すことができるようにするため，住環境
の維持を図る必要がある。 

・少子高齢化の進行や，主に20代が転出超
過の傾向にあり，特に女性の傾向が高い
ことから，これらの世帯の転出抑制・人
口獲得を図る必要がある。 

・東京圏への転出超過となっている一方
で，東京圏から本市への地方移住の需要
が一定あることから，東京圏からの移
住・定住の促進を図る必要がある。 

・生活・交通利便性や住み慣れた地域での
定住のほか，多様なライフスタイルの居
住意向があることから，その意向に応じ
た居住支援を図る必要がある。 

・今後も住宅確保要配慮者の増加が見込ま
れることから，安定した住まいの確保を
図る必要がある。 

〇少子高齢化・人口減少の進行 
・人  口：518,594 人（H27）⇒ 519,065 人（R2）※ピーク 520,197 人(H29) 
・世 帯 数：217,419 世帯（H27）⇒ 224,422 世帯（R2）※ピーク 231,156 世帯（R17 推計値 高齢単身世帯は以降も増加） 
・世帯人員：2.4 人(H27)⇒2.3 人(R2) ・年少人口：70,907 人(H27)⇒67,545 人(R2) ・老年人口：119,198 人(H27)⇒131,610 人(R2)  
・人口移動：主に 20 代が転出超過傾向，特に女性の傾向が高い。※転出超過：東京圏への転出が 77％（H30・R1） 
〇住宅確保要配慮者の増加 
・単身高齢者：19,032 世帯(H27)⇒ 22,505 世帯(R2) ・障 が い 者：21,722 人(H27)⇒ 24,363 人(R2) 
・生活保護受給者： 8,676 人(H27)⇒ 8,238 人(R2) ・低額所得者：世帯年収 300 万円未満の割合 31.7％(H24)⇒33.0％(H29) 
 ※約 80％の大家が家賃未払等の不安を理由に，高齢者の入居に拒否感有 

〇住宅ストックの供給過剰 
・住宅ストック数の推移：248,920 戸(H25)⇒262,770 戸(H30) ※市内居住者の持ち家割合：約 60％ 
・新設住宅の着工状況：4,928 戸（H29 直近ピーク）⇒3,461 戸（R2） 
・空き家戸数・率：本市 39,800 戸・15.9％（H25）⇒44,410 戸・16.9％（H30）（内訳 持ち家：賃貸＝3：7）  
・空き家の売買取引状況：9,850 戸（H25）⇒12,630 戸（H30）※戸建＋共同住宅(分譲) 
〇共同住宅の老朽化の進行 
・民間賃貸住宅：中心部に空き室が多くなっている。 
・市営住宅の老朽化：耐用年数経過住棟 8.2％（R2）※R22 以降大量に増加 
・築 30 年以上の分譲マンション：175 件 181 棟中 38.3％（R4）⇒59.4％（R14） 

・住宅ストックの余剰に対応するため，中
古住宅の更なる流通促進を図る必要があ
る。 

・市営住宅の老朽化が進む一方で，民間賃
貸住宅の空き室が多くなっていることか
ら，賃貸住宅の空き室の一部を効果的に
活用して，市営住宅を補完する入居を拒
まない住宅の供給を図る必要がある。  

・省エネやバリアフリー化等の機能性の高
い住宅の割合が依然として低いものの，
住宅ストックの質の向上を重視する傾向
が高いほか，災害対策に関する社会的要
請が高まってきていることから高機能住
宅の更なる普及促進を図る必要がある。 

・高経年マンションが今後増加することか
ら，これらの住棟の適正な管理を図る必
要がある。 

３．施策の方向性 

 ① 宇都宮の魅力を活かし高める住まいづくり 
【施策例】 
・居住誘導区域等における良好な住環境の整備 
や更なる居住誘導の推進 
・本市への移住・定住の促進 
・郊外部における住環境の維持 

② 多様な市民ニーズに対応する住まいづくり 

【施策例】 
・ライフスタイルに応じた居住支援 

・多様な住まい方等の情報発信 

④ 安全で環境負荷の少ない持続可能な 
住まいづくり 
【施策例】 
・既存住宅市場の活性化 
・安全に配慮した住宅の普及促進 
・環境への負荷が少ない住宅の普及促進 

（仮称）宇都宮市住生活マスタープラン 【概要版】 （案） 
 

２．本市の課題 
◆ 住生活に関する主要な３つの視点で導出 ◆ 

■計画の位置づけ 
本計画は，「第 6.5 次宇都宮市総合計画」の分野別計

画として策定し， 国・県の計画との整合を図るととも
に，本市関連計画における住生活に関する施策・事業
との整合性の確保・連携の強化に努める。 

■計画の期間 

令和５年度～ 

１４年度までの１０年間 

「 ま ち づ く り 」 
 

「 居 住 者 」 

「 住 宅 ス ト ッ ク 」 
 

③ 安定した生活を営む住まいづくり 
【施策例】 
・住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進 
・住宅確保要配慮者のための適切な住宅の供給 

 
「賃貸住宅供給促進計画」 

 

⑥ 多様な主体と連携した住まいづくり 
【施策例】 
・不動産事業者，福祉関係機関等と連携した居住支援 

■計画策定の目的 
本市の住宅事情，まちづくりの方向性を踏まえ，住生活基本法の基本理念や基本的施策を具現化し，市民の住生活に係る施策を総合

的かつ計画的に推進することに加え，近年の社会経済情勢の変化などに適切に対応するため，平成 25 年度に策定した「宇都宮市住生
活基本計画」の改定と併せて，「賃貸住宅供給促進計画」及び「マンション管理適正化推進計画」の３計画を一体とした，「（仮称）宇
都宮市住生活マスタープラン」を策定する。 
 

⑤ マンション管理の適正化を推進する 
住まいづくり 【新規】 
【施策例】 
・分譲マンションの管理の適正化の推進 

 
「マンション管理適正化推進計画」 

 

別紙１ 

（２） 人口・世帯の状況 
 

（３） 住宅・住環境等の状況 

（４） 市民ニーズ 
〇住まいの満足度 

・市民満足度：72.9％（H24）⇒82.1％（R3）※居住誘導区域内 83.7％ 居住誘導区域外 80.3％ 
〇行政へ求めること 
・空き家の活用や，高齢者世帯向け住宅の供給，子育て世帯の住環境整備を求める意向が大きい。 
・交通・生活利便性の高い中心部での居住を希望する意向が大きい一方，郊外部での居住についても一定の意向がある。 
〇今後の住まいの意向 

・希望する住まい方：年代や世帯等により多様なライフスタイルの居住意向がある。 
※子育て期：子育て環境や職住近接等を重視 高齢期：住み慣れた地域での定住等を重視 

・地方移住への需要：東京圏在住者では首都圏から 1～2 時間で類似規模の都市(本市，高崎市，つくば市，水戸市，長野
市，熱海市)で本市を移住先候補の一つとする意向が約 20％ 

・住み替え等の意向のある世帯：住宅については，機能性(省エネ，バリアフリー性能等)，部屋の広さ，居住費の安さを重
視，住環境については，交通利便性のほか，医療施設や商業施設等の近さを重視 

・安全と環境対策： 耐震化は概ね目標値を達成しているが，省エネルギー化は達成できていない。 

・多様な市民ニーズ： 市民満足度や子育て世代の誘導居住面積水準は達成しているが，既存住宅の流通シェアは達成できていない。  

・本市の魅力向上： 中心市街地に住みたいと考える人の割合は達成しているが，中心市街地の居住人口は達成できていない。  

・安定した生活： 高齢者のいる世帯の一定のバリアフリー率は達成できていない。 

〇ＮＣＣを基盤とした「スーパースマートシティ」の実現 
・第 6.5 次宇都宮市総合計画：「ＮＣＣ」を基盤とした「地域共生社会」「脱炭素社会」「地域経済循環社会」の 3 つの構成要素による「スーパースマートシティ」構想を掲げている。  
〇居住誘導区域等への定住の促進 
・住宅取得補助（H26～開始）：1,366 世帯 3,855 人が居住誘導区域等に定住 
 前住所：市内 74％，市外 26％（内，東京圏 29％）⇒新住所(区域)：高次都市機能 27％，都市機能 29％，居住誘導 37％，地区計画 7％（～R3 までの 8 年間） 
〇都市のスポンジ化の進行 
・空き家，空き地などの低未利用地が中心部やその周辺に散在 
・郊外部の一部の高経年住宅地では，高齢化率が高くなっているほか，人口も減少傾向 
 

（１） まちづくりの状況 
 

（５） 現行計画の評価 

■国の動向  

・住宅セーフティネット法の改正（平成 29年度）：今後も増加が見込まれる高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進を目的に改正され，円滑な入居・居住のために必要な支援等を行政が実施できるようになった。 

・マンション管理適正化法の改正（令和 2年度）：管理組合への助言・指導等のほか，管理状況が一定の基準を満たす管理組合の管理計画の認定など，マンション管理に対する行政の役割が強化された。 

・「住生活基本計画（全国計画）」の改定（令和 2 年度）：「新たな日常」や激甚災害への対応，脱炭素社会の実現に向けた新たな施策の方向性が加えられ，「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」の３つの視点から総合的な施策の推進が掲げられた。 

・建築物省エネ法の改正（令和 4年度）：これまでのビル等の大型建築物に加え，新築住宅についても省エネ基準に適合することが義務付けされた。（令和 7年～） 



2 

 

 

第４章 基本理念・基本目標 

 

第５章 住宅施策の展開 

基本目標１  
宇都宮の魅力を活かし高める住まいづくり 

 
居住誘導区域等への居住誘導の促進が図られ，魅力ある居住地

として選ばれるような住まい・住環境づくりを目指す。 

基本目標２  
多様な市民ニーズに対応する住まいづくり 

 
それぞれのライフスタイルや世帯構成に応じた多様な居住ニーズ

が適切に充足され，心豊かに住み続けられるような住まい・住環境

づくりを目指す。 

基本目標４  

安全で環境負荷の少ない持続可能な住まいづくり 

 

安全で環境にやさしい，高機能で良質な住宅ストックの形成によ

り，住み慣れた地域でいつまでも住み続けられるような住まい・住環

境づくりを目指す。 

基本目標３  
安定した生活を営む住まいづくり                    

【宇都宮市賃貸住宅供給促進計画】 

高齢者，障がい者，子育て世帯等を含む誰もが自立し，安心して，

快適に暮らすことができるような住まい・住環境づくりを目指す。 

基本目標６  
多様な主体と連携した住まいづくり 

 
市民，事業者，行政など多様な主体が連携・協力し，いつまで

も住み続けられる持続可能な都市を具現化できるような住まい・

住環境づくりを目指す。 

基本目標５  

マンション管理の適正化を推進する住まいづくり 
【宇都宮市マンション管理適正化推進計画】 

 マンション管理組合が自主的に適切な管理を行い，良好な居住

環境がいつまでも維持される住まい・住環境づくりを目指す。 

 

 

基本目標２ 多様な市民ニーズに対応する住まいづくり 
成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 

市民の住宅に対する満足度 82.1％ 85％ 
共同住宅のうち，道路から各戸玄関まで車椅子・ベビーカ
ーで通行可能な住宅 

15.4％ 25％ 

・基本施策２－１  ライフスタイルに応じた居住支援 

長く住み続けられる住宅づくりの促進 / 多様な世帯ニーズに応じた良質な住宅の整備促進 / 住宅の住替

え支援 

・基本施策２－２  多様な住まい方等の情報発信 

多様な住まい方等の情報発信 

基本目標３ 安定した生活を営む住まいづくり 

成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 
居住誘導区域内の市営住宅の入居率 84.5％ 95％ 
居住誘導区域内のセーフティネット専用住宅の登録戸数 6 戸 100 戸 

・基本施策３－１  住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進 
   市営住宅ストックの有効活用 / 民間賃貸住宅を活用した公的賃貸住宅ストックの供給 
・基本施策３－２  住宅確保要配慮者のための適切な住宅の供給 
   セーフティネット住宅の登録の促進 / セーフティネット住宅による居住支援の推進 

【宇都宮市賃貸住宅供給促進計画】 
 

基本目標６ 多様な主体と連携した住まいづくり 
成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 

官民連携窓口における相談件数 ― 50 件/年 

・基本施策６－１  不動産事業者，福祉関係機関等と連携した居住支援 

   関係機関等と連携した居住支援 

基本目標５ マンション管理の適正化を推進する住まいづくり 
成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 

マンション管理計画認定制度の認定件数 － 15 件 
マンション管理の実態調査の回答率 53.1％ 100％ 

・基本施策５－１  分譲マンションの管理の適正化の推進 
   管理計画認定制度の運用 / 管理組合に対する助言・指導等 /マンション管理の実態調査 

 
【宇都宮市マンション管理適正化推進計画】 
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第６章 プランの推進に向けて 

■関係機関等との連携                       

     ・幅広い行政分野との連携・協力，体制の維持・強化   
     ・市民や地域活動団体等との連携確保         
     ・事業者との連携・協力体制づくりの推進       

■計画の進行管理 

   成果指標による達成状況の確認や現状把握を毎年度行い， 
今後の国の住宅政策の動向や社会情勢の変化などを踏まえ， 
適宜見直し（PDCA サイクルによる進行管理） 

基本目標１ 宇都宮の魅力を活かし高める住まいづくり 
成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 

居住誘導区域等の人口割合 49.6％ 52.1％ 
高次都市機能誘導区域の人口 20,842 人 22,750 人 

・基本施策１－１  居住誘導区域等における良好な住環境の整備や更なる居住誘導の推進 
まちづくりと一体的な住宅の供給 / 防犯性・防災性の高いまちづくりの推進 / 生活交通の確保・充実 / 

居住誘導区域等への居住促進  
・基本施策１－２  郊外部における住環境の維持 

空き家の適正管理の促進 / 郊外部における生活交通の確保・充実 

基本目標４ 安全で環境負荷の少ない持続可能な住まいづくり 
成果指標 現在値（R３） 目標値（R１４） 

既存住宅の流通シェア 15.2％ 25％ 
家庭用太陽光発電を導入した住宅ストック率 10％ 25％ 

・基本施策４－１  既存住宅市場の活性化 
   既存住宅取得者の安心確保 / 既存住宅の活用促進 
・基本施策４－２  安全に配慮した住宅の普及促進 
   住宅の安全性向上の促進 / 住宅の防災・減災対策の推進 
・基本施策４－３  環境への負荷が少ない住宅の普及促進 

   環境負荷の少ない住宅づくりの促進 / IоT 等を活用した持続可能な住宅づくりの促進 


